
２０１０．１－５

道路には、交通安全を確保するための様々な電気設備が設置されています。
道路脇やトンネル内の照明灯、中央分離帯端部のブリンカーライト、横断歩道橋の融雪

設備 等々、故障を確認したら速やかな修理が必要となります。
特に照明灯類については、夜間の交通安全・防犯確保のためにも、常に健全な状態を維

持する体制が求められます。
このように、主に照明灯類の保全を担当する【道路照明維持工事】の内容を、皆さまにご

紹介します。

尾花沢

国道維持

出張所情報

当出張所で監督員をつとめる私 より、工事内容をご紹介します。

★工事名 ： 尾花沢地区道路照明維持工事
★工 期 ： 平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日

★主な工種 ： 照明設備工・・・・・・・・・・・・ランプ、自動点滅器 などを部分的に修理します。
照明灯更新・・・・・・・・・・・・古くなった照明灯の更新や新設を行います。
設備修繕工・・・・・・・・・・・・ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽや配線ｹｰﾌﾞﾙ等を修理します。
融雪設備点検・・・・・・・・・・歩道橋などの融雪設備の運転前点検を行います。

▲管理係長▲

主な修理
対象物の

一例

道路照明灯 トンネル照明灯 ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ 歩道橋の融雪設備



照明灯は、交通安全また
は防犯の観点からも、早急
な修理が求められます。
手際よくこなします。

中央分離帯の
端っこを目立た
せる電気設備
です

機械を使って断
線箇所を探しま
す

照明灯の不灯箇所は、みなさまからの情報提供や毎月実施している夜間
パトロールで確認しています。確認後、早急に修理を行います。
これからも、不灯箇所に気づきましたら、ぜひご連絡下さい。
よろしくお願いします。

夜間パトロール紹介「２００９．５－２」

http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/syucho/obaiji/pdf/200905-2/frame.html


尾花沢地区道路照明維持工事は、東根市神町～尾花沢市
毒沢までの国道１３号、最上町内の国道４７号の電気設備の
保守・点検を行っています。
出張所のパトロールに加え、当社も日々パトロールを行い

不点灯・昼間点灯箇所、電気設備損傷箇所の修繕をしていま
す。
御通行の皆様には、修繕時、道路規制等でご迷惑をお掛け

しますが、今後とも安全を第一に作業していきますので、皆様
のご協力宜しくお願い致します。

施工業者を代表して一言

昨年度紹介できなかった施工例

道路に関するご意見・質問、出張所通信の感想など
どんどんお寄せ下さい！

〒９９９－４２２１
山形県尾花沢市尾花沢字田町１４３－１
ＴＥＬ．０２３７－２３－２５２１
ＦＡＸ．０２３７－２３－２５２３

http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/syucho/obaiji/index.html

道路に関するご意見・質問、出張所通信の感想など
どんどんお寄せ下さい！

〒９９９－４２２１
山形県尾花沢市尾花沢字田町１４３－１
ＴＥＬ．０２３７－２３－２５２１
ＦＡＸ．０２３７－２３－２５２３

http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/syucho/obaiji/index.html

Ｈ２２．１．１５撮影。
ちゃんと稼働して通
行の安全が確保され
ています。

１月の出張所通信

１－１．降雪・積雪データを発表します
１－２．国道沿いの冬支度をご紹介します
１－３．冬の道路パトロールをご紹介します
１－４．道路損傷の復旧処理をご紹介します


